
   令和  年  月  日議決・専決      令和 ８年 ４月 １日施行

   令和 ８年 １月３０日公布         令和  年 月 日適用

   佐用町告示第   号

   令和８年佐用町要綱第３号

佐用町１か月児健康診査事業実施要綱の一部を改正する要綱

佐用町１か月児健康診査事業実施要綱の一部を改正する要綱をここに公布する。

令和 ８年 １月３０日

                   佐用町長  江 見 秀 樹



佐用町要綱第３号

佐用町１か月児健康診査事業実施要綱の一部を改正する要綱

佐用町１か月児健康診査事業実施要綱（令和６年佐用町要綱第31号）の一部を次

のように改正する。

第３条第２項中「4,000円」を「6,000円」に改める。

様式第１号中「



」を「

」に改める。

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


